
 
 

 

一 

 
 

 

株
式
の
消
却
の
手
続
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案 

 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
公
開
会
社
に
つ
い
て
株
式
を
消
却
す
る
手
続
に
関
す
る
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
） 

 

の
特
例
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
資
本
市
場
の
効
率
化
と
活
性
化
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る 

 

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

証
券
取
引
所 

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所
を
い 

 
 

う
。 

 

二 

証
券
業
協
会 

証
券
取
引
法
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
券
業
協
会
を
い
う
。 

 

三 

上
場
株
式 

証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
を
い
う
。 

 

四 

店
頭
売
買
株
式 

証
券
業
協
会
に
備
え
る
証
券
取
引
法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原 

 
 

簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
式
を
い
う
。 



 

 
 

 

二 

 
五 

公
開
会
社 

上
場
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
又
は
店
頭
売
買
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
を
い
う
。 

 

六 
証
券
会
社 

証
券
取
引
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
証
券
会
社
を
い
う
。 

 

七 

外
国
証
券
会
社 

外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
外
国 

 
 

証
券
会
社
を
い
う
。 

 

八 

公
開
買
付
け 
証
券
取
引
法
第
二
十
七
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け
を
い
う
。 

 

（
株
式
の
消
却
に
関
す
る
商
法
の
特
例
） 

第
三
条 

公
開
会
社
は
、
定
款
を
も
っ
て
、
経
済
情
勢
、
当
該
会
社
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
特 

 

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
そ
の
株
式
を
買
い
受
け
て
消
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め 

 

る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
定
款
を
も
っ
て
、
そ
の
定
め
を
し
た
日
後
に
お
い
て
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
買
い
受
け
て 

 

消
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
式
の
総
数
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
株
式
の
総
数
は
、
発
行
済
株
式
の
総
数
の
十
分
の
一
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

４ 

第
一
項
の
決
議
に
お
い
て
は
、
買
い
受
け
る
べ
き
株
式
の
種
類
、
数
及
び
取
得
価
額
の
総
額
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な 



 
 

 

三 

 
い
。 

５ 
第
一
項
の
決
議
に
よ
り
そ
の
決
議
後
最
初
の
決
算
期
に
関
す
る
定
時
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
に
買
い
受
け
る
こ
と
が
で
き 

 

る
株
式
の
取
得
価
額
の
総
額
は
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
上
の
純
資
産
額
か
ら
商
法
第
二
百
九
十
三
条
ノ
五
第
三
項
各
号
の
金 

 

額
及
び
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
分
配
し
た
金
銭
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
の
二
分
の
一
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な 

 

い
。 

６ 

第
一
項
の
決
議
に
よ
る
株
式
の
買
受
け
は
、
前
項
の
定
時
総
会
の
終
結
の
後
に
お
い
て
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
株
式
の
買
受
け
の
方
法
） 

第
四
条 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
株
式
の
買
受
け
は
、
そ
の
株
式
が
上
場
株
式
で
あ
る
と
き
は
証
券
取
引
所
に
お
い
て
す 

 

る
取
引
に
、
店
頭
売
買
株
式
で
あ
る
と
き
は
証
券
業
協
会
の
協
会
員
で
あ
る
証
券
会
社
（
外
国
証
券
会
社
を
含
む
。
）
が
自 

 

己
又
は
他
人
の
計
算
に
お
い
て
す
る
取
引
で
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
開
買
付 

 

け
に
よ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
株
式
を
買
い
受
け
た
場
合
の
措
置
） 

第
五
条 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
株
式
を
買
い
受
け
た
と
き
は
、
会
社
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
株
式
に
つ
い
て
失
効
の 



 

 
 

 

四 

 
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
株
式
を
買
い
受
け
た
と
き
は
、
取
締
役
は
、
そ
の
買
受
け
に
係
る
決
議
後
最
初
の
決
算
期 

 

に
関
す
る
定
時
総
会
に
お
い
て
、
買
受
け
を
し
た
理
由
、
買
い
受
け
た
株
式
の
種
類
、
総
数
及
び
取
得
価
額
の
総
額
並
び
に 

 

失
効
の
手
続
を
し
た
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
取
締
役
の
責
任
） 

第
六
条 

第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
株
式
の
買
受
け
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
買
受
け
を 

 

し
た
取
締
役
は
、
会
社
に
対
し
連
帯
し
て
、
違
法
に
買
い
受
け
た
株
式
の
取
得
価
額
に
つ
き
賠
償
の
責
め
に
任
ず
る
。 

２ 

商
法
第
二
百
六
十
六
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
取
締
役
の
責
任
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
商
法
の
準
用
等
） 

第
七
条 

商
法
第
二
百
十
二
条
ノ
二
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
株
式
の
買
受
け
に 

 

つ
い
て
準
用
す
る
。 

２ 

第
三
条
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
商
法
第
二
百
九
十
三
条
ノ
五
第
三
項
第
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中 

 

「
又
ハ
第
二
百
十
二
条
ノ
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
第
二
百
十
二
条
ノ
二
第
一
項
又
ハ
株
式
の
消
却
の
手
続
に
関
す 



 
 

 

五 

 
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
」
と
す
る
。 

 

（
主
務
省
令
） 

第
八
条 
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
主
務
省
令
は
、
大
蔵
省
令
・
法
務
省
令
と
す
る
。 

 

（
過
料
） 

第
九
条 

取
締
役
、
商
法
第
百
八
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
七
条
ノ
二
の
職
務
代
行
者
又
は
同
法
第
二 

 

百
五
十
八
条
第
二
項
の
職
務
代
行
者
が
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
株
式
の
失
効
の
手
続
を
し
な
か
っ
た
と
き 

 

は
、
百
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
証
券
取
引
法
の
一
部
改
正
） 



 

 
 

 

六 

第
三
条 

証
券
取
引
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
中
「
又
は
第
二
百
十
二
条
ノ
二
第
一
項
」
を
「
若
し
く
は
第
二
百
十
二
条
ノ
二
第
一
項
」
に
改 

 

め
、
「
規
定
に
よ
る
定
時
総
会
の
決
議
」
の
下
に
「
又
は
株
式
の
消
却
の
手
続
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平 

 

成
九
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
取
締
役
会
の
決
議
」
を
、
「
大
蔵
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ 

 

り
、
当
該
決
議
が
あ
つ
た
定
時
総
会
の
終
結
し
た
日
」
の
下
に
「
又
は
当
該
取
締
役
会
の
決
議
が
あ
つ
た
日
」
を
加
え
、 

 

「
当
該
決
議
後
」
を
「
当
該
定
時
総
会
の
決
議
後
又
は
当
該
取
締
役
会
の
決
議
後
」
に
、
「
当
該
決
議
に
基
づ
い
て
」
を 

 

「
当
該
定
時
総
会
の
決
議
又
は
当
該
取
締
役
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
七
条
の
二
十
二
の
二
第
一
項
中
「
第
二
百
十
二
条
ノ
二
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
株
式
の
消
却
の
手
続
に
関
す
る 

 

商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
五
十
六
条
の
二
第
四
項
中
「
第
二
百
九
十
条
及
び
第
二
百
九
十
三
条
ノ
五
」
を
「
第
二
百
九
十
条
、
第
二
百
九
十
三
条 

 

ノ
五
及
び
株
式
の
消
却
の
手
続
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
条
」
に
、
「
同
法
第
二
百
十
条
ノ
四
第
二
項
」 

 

を
「
商
法
第
二
百
十
条
ノ
四
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
百
六
十
六
条
第
二
項
第
一
号
ハ
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
第
二
百
十
二
条
ノ
二
」
の
下
に
「
又
は
株 



 
 

 

七 

 
式
の
消
却
の
手
続
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
条
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
第
四
号
の
二
中
「
又
は
第
二
百 

 

十
二
条
ノ
二
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
若
し
く
は
第
二
百
十
二
条
ノ
二
又
は
株
式
の
消
却
の
手
続
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関 

 

す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
又
は
第
二
百
十
二
条
ノ
二
第
一
項
」
を
「
若
し
く
は
第
二
百
十
二
条
ノ
二
第
一 

 

項
」
に
改
め
、
「
定
時
総
会
の
決
議
」
の
下
に
「
又
は
株
式
の
消
却
の
手
続
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
三
条 

 

第
一
項
に
規
定
す
る
取
締
役
会
の
決
議
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同 

 

じ
。
）
」
を
加
え
、
「
当
該
決
議
の
内
容
が
」
を
「
当
該
定
時
総
会
の
決
議
又
は
当
該
取
締
役
会
の
決
議
の
内
容
が
」
に
、 

 

「
当
該
決
議
前
に
」
を
「
当
該
定
時
総
会
の
決
議
又
は
当
該
取
締
役
会
の
決
議
の
前
に
」
に
、
「
当
該
決
議
に
基
づ
い
て
」 

 

を
「
当
該
定
時
総
会
の
決
議
又
は
当
該
取
締
役
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
」
に
改
め
る
。 

 

（
銀
行
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
七
条
の
二
第
四
項
中
「
及
び
第
二
百
九
十
三
条
ノ
五
（
中
間
配
当
）
」
を
「
、
第
二
百
九
十
三
条
ノ
五
（
中
間
配 

 

当
）
及
び
株
式
の
消
却
の
手
続
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
三
条
（
株
式
の 

 

消
却
に
関
す
る
商
法
の
特
例
）
」
に
、
「
同
法
第
二
百
十
条
ノ
四
第
二
項
」
を
「
商
法
第
二
百
十
条
ノ
四
第
二
項
」
に
改
め 



 

 
 

 

八 

 
る
。 

 

（
保
険
業
法
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
第
二
百
十
二
条
ノ
二
第
一
項
」
を
「
、
第
二
百
十
二
条
ノ
二
第
一
項
若
し
く
は
株
式
の 

 

消
却
の
手
続
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 



 
 

 

九 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

資
本
市
場
の
効
率
化
及
び
活
性
化
に
よ
り
、
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
を
図
る
た
め
、
公
開
会
社
の
自
己
株
式
の
消
却
に
関 

す
る
商
法
の
特
例
を
設
け
る
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


